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１ 東部工業団地の概要 

（１）所 在 地   熊本県合志市福原字馬飼代、横道の一部 

（２）開 発 面 積   110,022㎡ 

（３）位 置 図 
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（４）分 譲 区 画   ２区画（分譲面積 109,976㎡） 

（５）土地利用計画    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 分譲対象施設 

分譲対象施設は、福原地区地区計画で定める以下施設です。 

なお、福原地区地区計画の詳細については、１３ページ以降を参照してください。 

 

〇 製造業施設  

  日本産業分類表「E製造業」に該当する施設 

〇 流通業務施設  

  トラックターミナル、卸売市場、倉庫、道路貨物運送業等 

〇 ＩＴ関連施設  

  日本産業分類「Ｇ情報通信業」のうち、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、 

インターネット附随サービス業、コールセンター 

〇 研究施設  

  新規の技術最先端型産業、健康・環境関連産業等の研究開発施設 

区画① 

① 

区画② 

① 

B 調整池 

福利厚生施設用地 

道路① 

道路② 
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３ 分譲面積及び分譲価格（予定） 

以下分譲面積及び分譲価格は、分譲開始時の予定価格となります。今後実施する確定

測量により確定する面積で土地売買契約の締結を行います。 

  

【区画①】 

分譲対象地 分譲面積（予定） 分譲単価 分譲価格総額 

区画①（工場用地） 

37,543.5㎡ 37,500円／㎡ 1,407,881,250円 
調整池Ａ 

緑地①② 

道路① 

 

【区画②】 

分譲対象地 分譲面積（予定） 分譲単価 分譲価格総額 

区画②（工場用地） 

72,432.5㎡ 37,500円／㎡ 2,716,218,750円 

調整池Ｂ 

福利厚生施設 

緑地③④ 

道路①② 

 

※１社で２区画の申込みも可能です。 

※２社立地した場合は、道路①は共同所有・管理をお願いします。 

※その他施設の整備状況は 11ページに掲載しています。 

※福利厚生施設用地は、従業員の福利・厚生のための用途に限定します。 
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４ スケジュール（申込みから土地の引き渡しまで） 

（手続きの流れ） ※現時点での予定 

分譲公募要領公表及び分譲申込受付期間 
令和８年１月６日～ 

令和８年２月２７日 

 

選定審査委員会による審査                          令和８年３月 

 

立地内定企業の決定                           令和８年３月下旬 

 

立地内定企業との個別協議                       令和８年４月～５月 

 

造成工事完了及び分譲面積の確定                        令和８年５月 

 

立地内定企業との土地売買仮契約の締結             令和８年５月 

 

市議会での土地売買契約の議決                 令和８年６月２３日 

 

土地売買代金の納入                           令和８年６月下旬 

 

土地の所有権移転登記・引き渡し                   令和８年７月 
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５ 申込資格及び申込方法等 

（１） 申込資格 

本工業団地の分譲区画の購入申込を行う企業（以下、「購入申込企業」という。）は、次

の各号を全て満たす者とします。 

（１）  分譲区画を取得し、自ら事業を行おうとする者であること（会社法第２条第３号の規定に 

よる子会社が事業を行う場合を除く。） 

（２）  工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。 

（３）  土地売買代金等の支払能力を有する者であること。 

（４）  土地の所有権移転の日から３年以内に工場等の建設に着手し、５年以内に操業開始する  

ことができる者。 

（５）  公害の防止については、関係法令を遵守し、企業の責任において防止の措置を十分に講  

じることができ、本市と環境保全協定を締結できる者。 

（６）  地元の労働力を積極的に活用する等、地域の経済発展に貢献できる者であること。 

（７）  国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（８）  合志市暴力団排除条例（平成２４年３月２１日条例第１号）第２条第１号、第２号に該当し 

ない者、及び同条例第１２条で規定する暴力団の威力を利用していない者であること。 

（９）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定（一般競争入札  

に参加させないことができる事由など）に該当しない者であること。 

(１０) 次のいずれかの申立てがなされていない者であること。 

①民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立て 

②会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て 

③破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始の申

立て 

④会社法（平成１７年法第８６号）第５１１条に基づく特別清算開始の申立て 

※土地の転売を前提としている場合は申込資格がありません。 
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（2） 申込方法 

申込みを希望される場合は、以下内容を確認のうえ申込みください。 

受付期間 令和８年１月６日（火曜日）から令和８年２月２７日（金曜日）まで 

【郵送の場合は、２月２７日（金曜日）必着】 

受付時間 ８時３０分から１７時１５分 （※土日祝日を除く） 

受付場所 合志市産業振興部商工振興課企業立地支援班 

〒８６１－１１９５ 熊本県合志市竹迫２１４０番地 

（電話） ０９６－２４８－１１１５ 

提出方法 上記受付場所に持参又は郵送 

（簡易書留等収受が確認できる方法による） 

※事前に合志市商工振興課に電話連絡のうえ提出をお願いします。 

提出部数 ４部 （正本１部、副本３部） 

※正本は原本、副本は写しで可 

提出書類 ① 購入申込書（様式１） 

② 法人概要（様式２） 

③ 事業計画書（様式３） 

④ 直近３期分の決算関係書類の写し 

（貸借対照表・損益計算書、事業報告書） 

⑤ 法人登記事項証明書及び印鑑証明書 

（申込日より６か月以内のもの） 

⑥ 最近１年間の本社（店）分の納税証明書 

（法人税、法人事業税、法人住民税） 

※子会社が事業を行う場合は、子会社の本社（店）分も併せて提出

すること。 

⑦ 定款 

⑧ 企業概要（事業内容や沿革等がわかるパンフレット等） 

⑨ その他必要書類 

⑩ 質疑書（様式４） ※質疑がある場合のみ 

 

 

※購入申込上の注意事項 

・提出書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

・受付期間以降の提出書類の差し替え及び再提出は認められません。 

・書類の作成、提出等に係る費用は、申請者の負担とします。 

・書類の提出後、内容確認のため電話・メール等により担当者様へご連絡をする場合が

ございます。 
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６ 立地内定企業の決定 

（１） 審査方法 

購入申込企業からの購入申込に係る提出書類の受理後、「合志市東部工業団地分譲

企業選定審査委員会」において、主に以下の視点に基づき総合的に評価・審査を行いま

す。 

審査委員会での評価の合計点が、最上位かつ最低評価点数を超えた購入申込企業を

立地内定企業として決定します。 

※購入希望区画が重複した場合、調整を行う場合があります。 

 

主な評価項目 

①  財務体質は健全であり、必要な資力を有しているか。 

②  市民の雇用創出に繋がる事業内容であるか。 

③  地域経済の普及や地域貢献の取組みが期待できる事業内容であるか。 

④  環境保全への取り組みがなされ、地域環境・周辺景観との調和に配慮されているか。 

⑤ その他 

 

（２）審査結果の通知 

審査結果は、書面により購入申込企業に通知します。 

なお、選考理由、審査過程等の審査に係る問い合わせ及び異議等については、一切応

じることができません。 

立地内定企業に対しては、購入申込時に提出いただいた事業計画（配置計画）等につ

いて、法令上の制限等により、部分的な修正を求める場合があります。 

 

 

（３）立地内定の取消し 

市は、立地内定企業が次のいずれかに該当するときは、立地内定を取り消すことがあ

ります。 

① 購入申込に係る提出書類の内容に虚偽があったとき。 

② 社会的な信用を著しく失墜させる行為があったとき。 

③ その他、市長が不適切と認める行為があったとき。 
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７ 土地売買契約の締結  

（１）土地売買仮契約の締結 

立地内定企業は、造成工事の完了・確定測量等の諸手続きが終了次第、確定した分譲

面積にて、市が指定する日までに土地売買に関する仮契約を締結してください。当該期

日までに土地売買仮契約を締結できない場合は、立地内定企業としての資格を失いま

す。 

なお、土地売買仮契約の締結後、合志市議会の議決を得たときは、何らの手続きを要

することなく、本契約として成立することになります。 

 

（２）契約保証金の納入 

土地売買本契約成立と同時に、契約保証金として土地売買代金の１００分の１０の金

額を納入してください。 

契約保証金は、売買代金の一部に充当できるものとします。 

 なお、土地売買契約本契約成立と同時に土地売買代金全額を支払う場合は、契約保証

金の納入は不要とします。 

 

（３）土地売買代金の納入 

立地企業は、本契約成立後、土地売買代金から契約保証金を差し引いた金額を、市が

指定する期日までに納入していただきます。 

  

（４）所有権移転 

土地の所有権は、土地売買代金が完納されたときに、立地企業に移転するものとし、

同時に土地の引渡しがあったものとします。 

また、所有権移転登記は、土地の引渡し後、立地企業が行うこととします。 

なお、移転登記に係る費用及び土地取得に係る登録免許税等の公租公課は、立地企

業の負担となります。 
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８ 契約の条件  

（１）工場等の建設及び操業 

立地企業は、土地の所有権移転の日から３年以内に工場等の建設に着手し、５年以内

に指定操業を開始してください。 

 

（２）目的の制限 

立地企業は、土地の所有権移転の日から１０年間は、購入申込に係る提出書類に記載

した事業以外の目的に使用することができません。 

 

（３）契約の解除 

市は、次の事項に該当する場合等、市長が必要と認めた時は、本件土地に係る契約を

解除することがあります。なお、契約を解除した場合、違約金を徴収する場合がありま

す。 

①土地代金を市が指定する期日までに納入しないとき。 

②土地の引渡し前に解散、事業廃止したとき。 

③申込に係る提出書類の内容の虚偽その他不正手段により土地を譲り受けたとき。 

④その他本件土地に係る契約に違反したとき。 

 

（４）企業立地協定の締結 

立地企業は、本契約成立後、本市と立地協定及び環境保全協定を締結してください。 

 

（５）公害防止の措置 

立地企業は、操業にあたっては、公害関係法令を遵守し、公害が発生しないよう自己

の責任において適正かつ十分な防止の措置を講じてください。 

万が一公害が発生した場合は、自己の責任と負担において解決を図らなければなり

ません。 

 

（６）契約不適合責任 

本契約締結後、売買物件の数量の不足又は契約内容に適合しないものであることを

発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはでき

ません。 
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（７）諸経費 

契約締結に要する費用及び登記に要する費用は、立地企業の負担とします。 

 

（８）道路整備事業への協力 

 熊本県が進める新インターチェンジアクセス道路整備事業には必ず協力をしてくださ

い。 （本工業団地の用地が一部干渉する可能性があります） 

 

（９）農村地域への産業の導入の促進に関する実施計画への協力 

本工業団地の整備は、「農村地域への産業の導入の促進に関する法律」による実施計

画（合志市福原地区）により進めています。 

  農業従事者の安定した就業先の確保のために農村地域に産業を導入（企業立地）す

るという計画であるため、立地企業は農業従事者を積極的に採用してください。 

 また、操業後は実施計画のフォローアップのため、「農業従事者からの雇用者数」など

の把握が必要となりますので、調査へのご理解とご協力をお願いします。 

 

（１０）分譲区画内電柱の取扱い 

分譲区画内に設置されている電柱（支柱・支線を含む）は、原則として撤去及び移動は

できません。ただし、設置者が認めた場合は可能となりますが、工事等に要する費用は

立地企業の負担となります。 

 

（１１）防火水槽の所有・管理について 

  工業団地内に防火水槽を５基設置していますが、このうち１基は区画①で所有・管

理、４基は区画②で所有・管理をしてください。 

 

（１２）横断暗渠の占有許可について 

 市道福原原水線に横断暗渠が２か所設置されています。区画②への立地企業は、土地

売買本契約締結後に道路占用許可申請を提出してください。 
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９ 東部工業団地の基本情報及びインフラ等整備状況 

 

事業主体 合志市 

所在地 合志市大字福原地内 

総面積 109,976㎡（確定測量後に確定します） 

開発手法 都市計画法第 34条第 10号（地区計画制度）による開発 

都市計画区域 市街化調整区域 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

建築物の高さ 周囲環境及び景観に配慮した、施設の機能上必要な高さ 

区域内道路 道路①：幅員 13.0ｍ、道路②：10.5ｍ 

緑地 面積：12,369㎡（開発面積の 11.25％） 

地域未来投資促進法による緑地率緩和適用区域内 

調整池 調整池Ａ：4,899㎡、調整池Ｂ：6,707㎡ 

形式：地下浸透型 

防火水槽・消火栓 団地内に防火水槽５基（容量 60 トン）、消火栓 1カ所整備予定 

地盤 基礎支持地盤面（Ｎ値 50）：約 45～50ｍ 

上水道 合志市公共水道の給水区域内。各区画に１カ所ずつ給水管（Φ100）

を引き込み済です。常時給水が必要な場合は必ず受水槽を設けてく

ださい。土地売買契約と同時にメーターの口径に応じた加入金の支

払いが必要です。 

工業用水 供給はありません 

地下水 地下水を採取する場合は、熊本県地下水保全条例に基づき必要な手

続きを行ってください。 

下水道 各区画に１カ所ずつ公共下水道管接続のための取付管（Φ200）を整

備済です。企業側で適切に処理し公共下水道に排水してください。 

下水道受益者負担金は市で納入予定。 

雨水排水 集水桝等にて集水し、整備済の雨水排水側溝等に接続してください 

電力・ガス・通信 事業用途に応じ、各事業者で申し込みのうえ供給を受けてください 

鉄道アクセス ＪＲ豊肥線原水駅まで約 3km（車で約１０分） 

空港アクセス 阿蘇くまもと空港まで約１０km（車で約２０分） 

高速道路アクセス 九州自動車道北熊本スマートインターチェンジまで約１０km 

（車で約２５分） 
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１０ 各種優遇制度の概要 

（１）熊本県の補助制度 

【熊本県企業立地促進補助金】 

（補助対象企業） 

県内に工場等の事業所を新設又は増設し、県との間に立地協定を締結又は県が立会人となり市

町村との間に立地協定を締結し、３年以内（新設の場合は５年以内）に操業を開始した企業。 

（問い合わせ先）  

熊本県商工労働部産業振興局企業立地課 TEL:０９６－３３３－２３２９ 

URL：https://www.kumamoto-investment.jp/kiji003145/index.html 

 

【熊本県地場企業立地促進補助金】 

（補助対象企業） 

県内に本社を有する企業（誘致企業を除く）が行う工場等の新増設のうち、県が事前に認定した

もの。 

（問い合わせ先） 

熊本県商工労働部産業振興局産業支援課 TEL:０９６－３３３－２３１９ 

URL: https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/65/61228.html 

 

（２）合志市の補助制度 

（補助対象企業）  

・製造業施設 

・設備投資額 5,000万円以上 

・新規雇用５名以上（研究開発施設は３名以上） 

（補助内容） 

種類 主な要件 補助金額等 限度額・期間 

（１）固定資産税減免 － 固定資産税額２５％減免 3年間 

（２）用地取得費補助金 4,000㎡以上の用地取得 取得額×２０％ ２億円・１回限り 

（３）施設整備補助金 投下固定資産額が 

３億円以上（土地除く） 

固定資産税額×２５％×３年 ５，０００万円×３年 

（４）雇用促進補助金 新規雇用（市内在住１年以上）か

ら１年経過 

新規雇用者数×３０万円 ３００万円／３年間 

 

 

 

https://www.kumamoto-investment.jp/kiji003145/index.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/65/61228.html
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１１ 福原地区地区計画 
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１2 本件に関する問合せ先 

合志市 産業振興部 商工振興課 企業立地支援班 

［住  所］ 〒８６１－１１９５ 熊本県合志市竹迫２１４０番地 

［電  話］ ０９６－２４８－１１１５ 

［F A X］ ０９６－２４８－１１９６ 

［E-mail］ syokou@city.koshi.lg.jp 


